
                     

施工者・設計者への重要なお知らせ 
改正建築物省エネ法が 
令和 3年 4 月に全面施工となります 

⼾建住宅(新築・増改築)において建築士から施主への説明義務 
が創設されました 

改正建築物省エネ法オンライン講座 検索 

改正法を学べるオンライン講座を 

受講しましょう 

オンライン講座は､建物の規模（300 ㎡未満・300 ㎡以上）と 
用途（住宅・非住宅）を選択すれば必要講座が簡単にさがせます。 
オンライン講座は､いつでも・どこでも・何回でも繰り返し閲覧可能です。 

オンライン講座のテキストをお持ちでない方は 
無料配付致します。必要事項をご記入の後   支部高木書記宛にお送りください。                                                            申 込 書 

         ■ お  名  前 
         ■ 事業所名前 

■ 分  会  名 
         ■ 必 要 冊数 
         ■ 送付先住所 
                                                                                                       担当者  土建渋谷支部 高木書記                                  F A X  03-5308-5930                                  M a I l   dokensib@green.ocn.ne.jp 


